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※労金運動と労済運動を県労福協の運動の主要な柱と位置づけ、各地区労福協は原則として「労金部

会」並びに「労済部会」を設置、主体的に推進に取り組むことのできる環境を構築





連合島根とともに一貫して支援

２０１５年一人の労働者の労働相談から、驕る権力者との闘いへ！

多くの労働者の「声なき声」に応えるために闘うことを選択！

社内結婚を認めない職場⇒事実婚を選択

事実婚の発覚⇒県内水産業のドンからの執拗な嫌がらせ

女性への退職強要、男性には離島事業所への配転命令

個人加盟の連合島根ユニオン、くらしサポートセンター島根での度重なる協議を

通じた支えによって、「泣き寝入り」から「逃げてはならない」に気持ちが変化

県労働委員会斡旋、労働審判を経て、５年にわたる裁判闘争へ。

連合島根による物心両面の支えによって２０１６年１月、男性側は「配転無効確

認及び損害賠償請求事件」、女性側は１５０項目に上る「パワーハラスメント損害

賠償請求事件」として民事訴訟を提起。

２０１８年６月の地裁判決は、原告にとって厳しいものとなり控訴を決断。

２０１９年９月の高裁判決は、地裁判決を覆し逆転勝訴。「主文、控訴人は労働

契約上の配転の義務はないことを認め、協会に損害賠償金、488万円余の支払

いを命ずる」、判決理由「本件配転命令は、業務上の必要性を欠き、むしろ不当な

動機と目的に基づいてなされたものであって、権利の濫用に当たり無効」と断じた。

パワハラ損害賠償請求事件も、地裁判決（原告勝訴）を支持し判決確定。

被告側は、高裁判決に事実誤認があるとして上告。最高裁は４か月後の２０２０

年２月、「本件の上告を受理しない」旨決定、会社側敗訴が確定。

以降も、男性の復職を認めないだけでなく、女性へのパワハラ等会社の嫌らせ

は止まず、新たに２件の民事訴訟を提起し、和解を勝ち取る。



合同企業説明会松江会場の様子

レディース仕事センター主催「就労のための
パソコン講習会」浜田会場の様子



就職サポートセンター島根設立の経過

２００８年に、島根県労福協、連合島根、中国労金、全労済（現こくみん共済coop）四者が連携し、広範な県民の生活・労

働分野の相談に応じて、ワンストップで問題解決を図る「くらしサポートセンター島根」を立ち上げ、年間千件を超える相談

に対応してきた。

立ち上げ当時は、リーマンショックによる派遣切りや雇い止めによる生活苦の相談が多く、アドバイザーは役所や社協、

法律事務所等への同行等、相談者に寄り添って対応してきたが、ワンストップサービスを謳いながら、就労先がなく困って

いるとの相談に対しては、ハローワークを紹介するにとどまっていたことが課題であった。

このような問題意識から、無料職業紹介事業を自ら取り扱うことを決断し、「就職サポートセンター島根」を立ち上げ、２０１

５年５月に厚労省から「無料職業紹介事業許可」を取得した。

時を同じくして、島根県が公募する「中高年齢者就労支援委託事業」の企画提案競技への参加打診があった。事業の目

的は、「県内に在住する、おおむね４５歳以上の『離職者の早期就職を促進』すること」だったが、背景には全国に先駆けて

進む人口減少＝労働力不足への対応もあった。

企画提案競技への参加を提案した理事会においては、「県労福協に県の委託事業を取り扱う力量があるのか。身の丈に

合った事業に特化すべきではないか。」等の慎重論もあったと聞くが、就職困難者とされる中高年齢者の就労支援事業は

「連帯・協同の精神で勤労者の福祉向上を図る」という労福協の理念に合致するものとして、組織を挙げて取り組むことを

確認した。

連合島根、中国労金、全労済、県生協連、県下１０地区労福協からなる会員組織のほか、県経営者協会等のバックアッ

プも受け、「就労こそ最大の福祉」をスローガンとして企画提案競技に臨んだ結果委託先として採択され、２０１５年１０月よ

り松江市と浜田市に拠点を置き事業を開始した。

手探りで始めた事業だったが、求人企業での面接への同行等、他の職業紹介機関にはない「寄り添い・伴走型」で求職

者本位の丁寧な対応が評価され、徐々に社会的な認知度も向上した。さらに２０１８年度、島根県が新たに立ち上げた女性

の潜在労働力活用を目的とした「女性就労支援事業」の委託も受けて、現在に至っている。

また２０２２年度からは、有業率は高いものの非正規雇用が多い県内女性労働者の雇用状況を、スキルアップ支援等を

通じて改善することを目的とする「働きながら学ぶ女性応援事業」の委託も受けている。







ワークルール講座の様子



島根県労福協の関わり

・２０１６年度、前身の団体にオブザーバー参加

・２０１９年６月、任意団体設立に伴って正会員となり、

副代表他役員派遣

・２０２２年８月ＮＰＯ法人化

・関係団体に向けて、パッキングボランティアやフード

ドライブ活動への参加や、寄附等のよびかけ

～「福祉はひとつ」の精神で～「フードバンクしまねあったか元気便」の取り組み







中国労働金庫ＮＰＯ法人支援の取り組み



中高年齢者就労支
援事業受託開始

女性就労支援
事業受託開始

就職SC浜田事

務所移転増員
等補正増額

労働会館事業に
コロナ禍の影響


